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(57)【要約】
【課題】現行のシステムに最小限の修正を加えるだけで
、給気温度設定値と総要求風量との関係を省エネルギの
観点から理想的な制御動作の範囲に近づけることができ
る可変風量方式空調システムを提供する。
【解決手段】ゾーンコントローラ１７において、室温計
測値と室温設定値との偏差及び運転モードに基づいて冷
房時又は暖房時の給気温度設定値を減少又は増加させる
変化の大きさを基準化した温度偏差比率を複数の可変風
量ユニット毎に算出し、その平均を温度偏差比率平均値
として算出し、該温度偏差比率平均値に基づき、空調機
コントローラ１９において、給気温度設定値の補正値を
算出し、該給気温度設定値の補正値に基づき給気温度設
定値を算出する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　冷却加熱コイル若しくは冷却コイル及び加熱コイルが内蔵され給気ファンの駆動により
冷風又は温風を給気として送給する空調機と、該空調機から送給される給気を室内に開口
する複数の給気吹出口へ導く給気ダクトと、該給気ダクトの給気吹出口へ通じる分岐ダク
ト部に配設されるダンパ及び風速センサが内蔵された複数の可変風量ユニットと、前記空
調機から送給される給気の温度を給気温度計測値として測定する給気温度センサと、前記
給気吹出口に対応させて室内の温度を室温計測値として測定する複数の室温センサと、該
室温センサで測定された室温計測値に基づき前記可変風量ユニットの要求風量及びダンパ
開度設定値を算出してダンパ開度を調節する可変風量コントローラと、該可変風量コント
ローラで算出された要求風量及びダンパ開度設定値に基づき総要求風量及びダンパ開度最
大値を算出する一方、給気温度設定値をその補正値に基づいて算出する制御器とを備えた
可変風量方式空調システムにおいて、
  前記制御器は、
  室温計測値と室温設定値との偏差及び運転モードに基づいて冷房時又は暖房時の給気温
度設定値を減少又は増加させる変化の大きさを基準化した温度偏差比率を前記複数の可変
風量ユニット毎に算出し、その平均を温度偏差比率平均値として算出し、
  温度偏差比率平均値と給気温度設定値の補正値とを関係付けて給気温度設定値を算出す
るに当たり、
  冷房時、給気温度設定値の補正最大値をマイナス側には大きく、プラス側には小さくと
り、温度偏差比率平均値が大きいほど、給気温度設定値の補正値をマイナス側補正最大値
に近づける補正をし、温度偏差比率平均値が小さいほど、給気温度設定値の補正値をプラ
ス側補正最大値に近づける補正をすることで、給気温度設定値を低下させやすく上昇しに
くくし、
  暖房時、給気温度設定値の補正最大値をプラス側には大きく、マイナス側には小さくと
り、温度偏差比率平均値が大きいほど、給気温度設定値の補正値をマイナス側補正最大値
に近づける補正をし、温度偏差比率平均値が小さいほど、給気温度設定値の補正値をプラ
ス側補正最大値に近づける補正をすることで、給気温度設定値を上昇させやすく低下しに
くくするよう、構成されていることを特徴とする可変風量方式空調システム。
【請求項２】
　前記温度偏差比率は、
  前記室温計測値と室温設定値との偏差を、前記運転モードが冷房モードと暖房モードの
いずれも（室温計測値－室温設定値）と定義して、
  横軸に前記偏差を（－摂氏ＰＢ度～＋摂氏ＰＢ度）として取り、縦軸に（０％～１００
％）間の数値を取って、前記偏差が－摂氏ＰＢ度で０％となり、前記偏差が＋摂氏ＰＢ度
で１００％となる一次関数で関係づけたパラメータである請求項１に記載の可変風量方式
空調システム。
【請求項３】
　前記可変風量方式空調システムにおいて、前記給気温度設定値の補正値は、
  前記温度偏差比率平均値［％］を横軸に取り、縦軸に給気温度設定値の補正値［℃］を
とって、前記給気温度設定値を補正しない温度偏差比率平均値の基準値を中心に傾きゼロ
の領域を設け、該領域の前記基準値より温度偏差比率平均値が低い側の一端から給気温度
設定値のプラス側補正最大値へ向けて延びる傾きが負の直線と、前記領域の前記基準値よ
り温度偏差比率平均値が高い側の他端から給気温度設定値のマイナス側補正最大値へ向け
て延びる傾きが負の直線とによって表されるパラメータである請求項１又は請求項２に記
載の可変風量方式空調システム。
【請求項４】
　前記給気温度設定値を補正しない温度偏差比率平均値の基準値は、中央の５０％である
請求項３に記載の可変風量方式空調システム。
【請求項５】
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　前記給気温度設定値を補正しない温度偏差比率平均値の基準値は、中央の５０％以外の
値を取る請求項３に記載の可変風量方式空調システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、可変風量方式空調システムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、事務所ビル等の建築物における居室である室内の空調を行うシステムとして、変
風量単一ダクト方式と呼ばれる空調システムがある。変風量単一ダクト方式は、空調すべ
き居室の熱負荷の増減に応じて給気量を調整して所定の温度を維持する方式であり、中央
空調機、メインダクトと各室や各ゾーンへの分岐ダクトからなる給気ダクト、変風量ユニ
ット等により構成される。以降、これを、可変風量（ＶＡＶ：Variable Air Volume）方
式空調システムと称する。
【０００３】
　図６は一般的な可変風量方式空調システムの一例を示す機器構成図であって、図６中、
１は空調機である。該空調機１は、冷却コイル２及び加熱コイル３が内蔵され給気ファン
４の駆動により冷風又は温風を給気として送給するようになっている。前記冷却コイル２
には、該冷却コイル２へ冷却媒体を導く冷却配管５が接続され、該冷却配管５には、冷却
媒体の流量を調節する冷却弁６が設けられている。前記加熱コイル３には、該加熱コイル
３へ加熱媒体を導く加熱配管７が接続され、該加熱配管７には、加熱媒体の流量を調節す
る加熱弁８が設けられている。建築物によっては、熱源からの熱媒温度を季節で切り替え
ることで、冷却コイル２と加熱コイル３を統合した、例えば冷温水コイルのような冷却加
熱コイルとなっている空調機１もある。その場合は冷却弁６と加熱弁８とは統合されてい
る。
【０００４】
　前記空調機１には、該空調機１から送給される給気を室内に開口する複数（図６の例で
は四個）の給気吹出口９へ導く給気ダクト１０が接続されている。該給気ダクト１０の給
気吹出口９へ通じる分岐ダクト部１１にはそれぞれ、風量調節用のダンパ（図示せず）が
内蔵された可変風量ユニット１２が設けられている。
【０００５】
　前記給気ダクト１０には、前記空調機１から送給される給気の温度を給気温度計測値と
して測定する給気温度センサ１３が設けられている。前記空調機１は、各給気吹出口９か
ら室内に吹き出され、熱負荷を除去し室温となった空気のうち、排気として室外に排出さ
れた一部を除く空気を還気として、図示しない還気口から還気ダクトを介して前記給気フ
ァン４の吸込力により空調機１へ戻して循環させる。
【０００６】
　又、前記室内には、前記給気吹出口９に対応させて室内の温度を室温計測値として測定
する複数の室温センサ１４が設けられている。又、前記可変風量ユニット１２は、図示し
ない風速センサを内蔵している。前記可変風量ユニット１２はそれぞれ、前記室温センサ
１４で測定された室温計測値に基づき設定されている室温設定値との偏差を演算し、図示
しない前記風速センサにより計測された風速に基づき自身の空気通過面積で演算して得ら
れる風量と室温偏差とに基づいて、前記可変風量ユニット１２の要求風量及びダンパ開度
設定値を算出してダンパ開度を調節する可変風量コントローラ１５を備えている。該可変
風量コントローラ１５はそれぞれ、通信線１６を介してゾーンコントローラ１７に接続さ
れており、該ゾーンコントローラ１７は、通信線１８を介して空調機コントローラ１９に
接続されている。該空調機コントローラ１９は、前記給気温度センサ１３で測定された給
気温度計測値の信号が入力されると共に、前記給気ファン４の給気インバータ２０と前記
冷却弁６と前記加熱弁８へ制御信号を出力するようになっている。
【０００７】
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　そして、前記可変風量コントローラ１５、ゾーンコントローラ１７、及び空調機コント
ローラ１９においては、図７に示されるような制御が行われる。
【０００８】
　前記可変風量コントローラ１５においては、前記室温計測値と室温設定値との偏差が、
運転モードが冷房モードと暖房モードのいずれも（室温計測値－室温設定値）と定義され
て算出され、前記偏差と運転モードとに基づき、室内温度制御を行うために、各可変風量
ユニット１２における要求風量比率が算出され、風量設定値として要求風量が求められる
。該要求風量と実際の風量計測値とに基づき各可変風量ユニット１２におけるダンパ開度
設定値が算出される。
【０００９】
　前記ゾーンコントローラ１７においては、前記運転モードに応じて、運転中のＶＡＶの
設計風量合計である総有効設計風量が算出される一方、前記各可変風量コントローラ１５
で算出された要求風量に基づき、要求風量合計である総要求風量が算出されると共に、前
記各可変風量コントローラ１５で算出されたダンパ開度設定値に基づき、各ダンパ開度設
定値の最大値であるダンパ開度最大値が算出される。
【００１０】
　前記空調機コントローラ１９においては、前記ゾーンコントローラ１７で算出された総
有効設計風量と総要求風量とに基づき実効要求風量比率が算出され、該実効要求風量比率
に基づき給気温度設定値の補正値が算出され、該補正値に基づき給気温度設定値が算出さ
れる。又、前記総要求風量に基づき総要求風量比率が算出され、該総要求風量比率に基づ
き給気インバータ２０の周波数が算出され、該周波数と前記ゾーンコントローラ１７で算
出されたダンパ開度最大値とに基づき最大開度による補正が行われ、給気ファン４の給気
インバータ２０に対する出力の算出が行われる。尚、給気ファン４の給気インバータ２０
に対する出力は、熱負荷の増減に応じて給気量を調整して所定の温度を維持する可変風量
方式空調システムでは、空調機１の出力を必要量に絞って省エネルギを図ることは自明で
ある。更に、給気温度設定値の補正値が算出され、該補正値に基づき給気温度設定値が算
出されて、給気温度センサ１３の給気温度計測値との偏差を演算するための給気温度設定
値が変更されることとなるのだが、これは給気温度のリセット制御を示している。給気温
度のリセット制御とは、元来何れかの可変風量ユニット１２が最小必要風量まで絞られた
ときに、夏の場合にはそれ以上冷え過ぎないよう給気温度を上昇させ、冬の場合はそれ以
上暖まり過ぎないよう、給気温度を低下させる制御である。
【００１１】
　ここで、前記給気ファン４の消費電力と風量との関係は、
［数１］
  Ｗ∝Ｖ３

［数２］
  Ｐ＝Ｗ／η
  但し、Ｗ：空機動力［ｋＷ(仕事)］
        Ｖ：風量［ｍ３／ｈ］
        Ｐ：消費電力［ｋＷ(電力)］
        η：効率［－］
となる。前記効率ηは給気ファン４の電動機（図示せず）、給気インバータ２０、並びに
給気ファン４の形状と風量によって変化するので計算で求めることが難しい。よって、一
般的に、
［数３］
  Ｐ∝Ｖ（２～３）

と近似される。つまり、風量が小さいほど消費電力Ｐが小さくなり省エネルギとなる。
【００１２】
　一方、空調機１が室内に供給する熱量については、
［数４］
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  ｑ∝Ｖ×ΔＴ＝Ｖ×｜Ｔｒｍ－Ｔｓａ｜
  （ΔＴ＝｜Ｔｒｍ－Ｔｓａ｜）
  但し、ｑ：供給熱量［ｋＷ］
      ΔＴ：吹き出し温度差［℃］
      Ｔｒｍ：室内温度［℃］
      Ｔｓａ：給気温度［℃］
と表される。この式から、供給熱量ｑが一定の場合、ΔＴを大きくすれば風量が小さくな
り、給気ファン４の消費電力Ｐも小さくできることが分かる。つまり、室内温度Ｔｒｍが
一定の場合、冷房時であれば給気温度Ｔｓａを下限にしたとき、又、暖房時であれば給気
温度Ｔｓａを上限にしたときにそれぞれ風量が小さくなり、給気ファン４の消費電力Ｐが
最小となる。
【００１３】
　尚、前記可変風量方式空調システムと関連する一般的技術水準を示すものとしては、例
えば、特許文献１がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１４】
【特許文献１】特開平６－７４５４５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１５】
　図６及び図７に示されるような現状の可変風量方式空調システムにおける第一の問題点
としては、以下のような点が挙げられる。
【００１６】
　現状の可変風量方式空調システムにおいては、前記給気温度設定値の補正値が実効要求
風量比率から算出されるが、その計算の元となる要求風量は個々の可変風量コントローラ
１５において比例積分（ＰＩ）演算により計算されるため、積分成分を含んでいる。図８
は、室温計測値とＶＡＶ要求風量との比例制御及び積分制御を示した図で、図８（ａ）は
冷房時、図８（ｂ）は暖房時を示している。先ず、図８（ａ）の冷房時で説明すると、比
例（Ｐ）制御は、室温設定値を下限風量とし、図８（ａ）の右側の傾斜線と上限風量との
交点と、室温設定値との差をＶＡＶ冷房比例帯（ＰＢ［℃］）としている。これは、室温
計測値が室温設定値を満足していれば要求風量を下限、つまり給気ファン４の出力を小さ
くする設定思想を表している。そこに比例（Ｐ）制御で生じるオフセットを解消するよう
積分（Ｉ）制御動作として図８（ａ）中左側へ比例帯を移動させる動作をとり、可能性と
して図８（ａ）の左側の傾斜線まで移動する範囲をとる。次に、図８（ｂ）の暖房時で説
明すると、比例（Ｐ）制御は、室温設定値を下限風量とし、図８（ｂ）の左側の傾斜線と
上限風量との交点と、室温設定値との差をＶＡＶ暖房比例帯（ＰＢ［℃］）としている。
そこに比例（Ｐ）制御で生じるオフセットを解消するよう積分（Ｉ）制御動作として図８
（ｂ）中右側へ比例帯を移動させる動作をとり、可能性として図８（ｂ）の右側の傾斜線
まで移動する範囲をとる。個々の可変風量コントローラ１５で計算される要求風量は、冷
房時には、図８（ａ）に示される如く、室温計測値と室温設定値との偏差がプラス（＋）
側に大きいほど大きく、前記偏差がマイナス（－）側に大きいほど小さくなる傾向を示す
。又、前記要求風量は、暖房時には、図８（ｂ）に示される如く、前記偏差がマイナス側
に大きいほど大きく、偏差がプラス側に大きいほど小さくなる傾向を示す。しかし、冷房
時、或いは暖房時において、室温計測値が室温設定値と一致し、その偏差が０であっても
、図８（ａ）、図８（ｂ）各々の室温設定値から図の上方に鉛直線を延ばすと下限風量か
ら上限風量まで全ての位置を取り得ることが示されていて、空調負荷の状態によっては前
記要求風量が下限風量から上限風量までの任意の値を取り得るため、前記要求風量は、室
内が暑いのか寒いのかという情報を含んでおらず、室内の寒暖状態を表す指標とはならな
かった。
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【００１７】
　よって、前記実効要求風量比率は、給気温度設定値をプラス側又はマイナス側に補正す
るための判断基準として使用するのには向いていなかった。このため、実際の室温状態に
対して給気温度設定値の補正の追従性が悪くなったり、その補正方向が一時的に逆になっ
たりする現象が見られていた。
【００１８】
　又、図６及び図７に示されるような現状の可変風量方式空調システムにおける第二の問
題点としては、以下のような点が挙げられる。
【００１９】
　現状の可変風量方式空調システムにおいては、前記可変風量コントローラ１５での風量
制御は秒単位の制御周期で行われ、空調機コントローラ１９での給気温度設定値の補正制
御は分単位の制御周期で行われる。しかも、制御フローの順番上、可変風量コントローラ
１５で演算される要求風量を使って給気温度設定値の補正値の算出が行われるため、風量
制御が必ず先行して行われる。こうしたことから、給気温度設定値の補正制御は風量制御
に対して時間的に大きく遅れ、室温制御が風量制御主導で行われる。
【００２０】
　ここで、図９は、横軸に給気温度設定値を取り、縦軸に総要求風量を取った線図である
。冷房時で室内負荷が大きい場合、図９（ａ）に示される給気温度設定値が下限となる垂
直線上で風量を変化させて冷熱供給量を調節する（ΔＴを目いっぱい大きくして風量を小
さくする）一方、冷房時で室内負荷が小さい場合、図９（ａ）に示される総要求風量が最
小となる水平線上で給気温度設定値を変化させて冷熱供給量を調節する（総要求風量が最
小なのでΔＴで調節する）ことが、給気ファン４の消費電力Ｐを小さくする上で理想的な
制御動作となる。しかし、室内の空調負荷に対する室温制御が可変風量コントローラ１５
での風量制御主導で行われることから、冷房時、給気温度設定値を低下させ風量を小さな
状態に移行させることで省エネルギの余地があるにもかかわらず、風量が大きな制御エリ
ア（図９（ａ）のハッチング領域参照）で制御が安定してしまい、ファンの消費電力Ｐが
大きくなってしまうことがあった。
【００２１】
　又、暖房時で室内負荷が大きい場合、図９（ｂ）に示される給気温度設定値が上限とな
る垂直線上で風量を変化させて温熱供給量を調節する（ΔＴを目いっぱい大きくして風量
を小さくする）一方、暖房時で室内負荷が小さい場合、図９（ｂ）に示される総要求風量
が最小となる水平線上で給気温度設定値を変化させて温熱供給量を調節する（総要求風量
が最小なのでΔＴで調節する）ことが、給気ファン４の消費電力Ｐを小さくする上で理想
的な制御動作となる。しかし、室内の空調負荷に対する室温制御が可変風量コントローラ
１５での風量制御主導で行われることから、暖房時、給気温度設定値を高くし風量を小さ
な状態に移行させることで省エネルギの余地があるにもかかわらず、風量が大きな制御エ
リア（図９（ｂ）のハッチング領域参照）で制御が安定してしまい、ファンの消費電力Ｐ
が大きくなってしまうことがあった。
【００２２】
　前記第一の問題点と第二の問題点とを解決すべく、風量と給気温度とを厳密に連携させ
る理想的な制御を実現しようとすると、複数の可変風量コントローラ１５と空調機コント
ローラ１９との間で多くの制御情報を用いた複雑な演算が必要となってしまい、実用的で
はなかった。
【００２３】
　又、可変風量コントローラ１５は、メーカ製の制御プログラムが予め組み込み済みの状
態で出荷されており、ユーザーは出荷されたものをそのまま使用するのが一般的であるた
め、その制御プログラムを修正したり、改造したりすることは非常に難しかった。
【００２４】
　本発明は、上記従来の問題点に鑑みてなしたもので、現行のシステムに最小限の修正を
加えるだけで、給気温度設定値と総要求風量との関係を省エネルギの観点から理想的な制
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御動作の範囲に近づけることができる可変風量方式空調システムを提供しようとするもの
である。
【課題を解決するための手段】
【００２５】
　本発明は、冷却加熱コイル若しくは冷却コイル及び加熱コイルが内蔵され給気ファンの
駆動により冷風又は温風を給気として送給する空調機と、該空調機から送給される給気を
室内に開口する複数の給気吹出口へ導く給気ダクトと、該給気ダクトの給気吹出口へ通じ
る分岐ダクト部に配設されるダンパ及び風速センサが内蔵された複数の可変風量ユニット
と、前記空調機から送給される給気の温度を給気温度計測値として測定する給気温度セン
サと、前記給気吹出口に対応させて室内の温度を室温計測値として測定する複数の室温セ
ンサと、該室温センサで測定された室温計測値に基づき前記可変風量ユニットの要求風量
及びダンパ開度設定値を算出してダンパ開度を調節する可変風量コントローラと、該可変
風量コントローラで算出された要求風量及びダンパ開度設定値に基づき総要求風量及びダ
ンパ開度最大値を算出する一方、給気温度設定値をその補正値に基づいて算出する制御器
とを備えた可変風量方式空調システムにおいて、
  前記制御器は、
  室温計測値と室温設定値との偏差及び運転モードに基づいて冷房時又は暖房時の給気温
度設定値を減少又は増加させる変化の大きさを基準化した温度偏差比率を前記複数の可変
風量ユニット毎に算出し、その平均を温度偏差比率平均値として算出し、
  温度偏差比率平均値と給気温度設定値の補正値とを関係付けて給気温度設定値を算出す
るに当たり、
  冷房時、給気温度設定値の補正最大値をマイナス側には大きく、プラス側には小さくと
り、温度偏差比率平均値が大きいほど、給気温度設定値の補正値をマイナス側補正最大値
に近づける補正をし、温度偏差比率平均値が小さいほど、給気温度設定値の補正値をプラ
ス側補正最大値に近づける補正をすることで、給気温度設定値を低下させやすく上昇しに
くくし、
  暖房時、給気温度設定値の補正最大値をプラス側には大きく、マイナス側には小さくと
り、温度偏差比率平均値が大きいほど、給気温度設定値の補正値をマイナス側補正最大値
に近づける補正をし、温度偏差比率平均値が小さいほど、給気温度設定値の補正値をプラ
ス側補正最大値に近づける補正をすることで、給気温度設定値を上昇させやすく低下しに
くくするよう、構成されていることを特徴とする可変風量方式空調システムにかかるもの
である。
【００２６】
　前記可変風量方式空調システムにおいて、前記温度偏差比率は、
  前記室温計測値と室温設定値との偏差を、前記運転モードが冷房モードと暖房モードの
いずれも（室温計測値－室温設定値）と定義して、
  横軸に前記偏差を（－摂氏ＰＢ度～＋摂氏ＰＢ度）として取り、縦軸に（０％～１００
％）間の数値を取って、前記偏差が－摂氏ＰＢ度で０％となり、前記偏差が＋摂氏ＰＢ度
で１００％となる一次関数で関係づけたパラメータであることが好ましい。
【００２７】
　前記可変風量方式空調システムにおいて、前記給気温度設定値の補正値は、
  前記温度偏差比率平均値［％］を横軸に取り、縦軸に給気温度設定値の補正値［℃］を
とって、前記給気温度設定値を補正しない温度偏差比率平均値の基準値を中心に傾きゼロ
の領域を設け、該領域の前記基準値より温度偏差比率平均値が低い側の一端から給気温度
設定値のプラス側補正最大値へ向けて延びる傾きが負の直線と、前記領域の前記基準値よ
り温度偏差比率平均値が高い側の他端から給気温度設定値のマイナス側補正最大値へ向け
て延びる傾きが負の直線とによって表されるパラメータであることが好ましい。
【００２８】
　前記給気温度設定値を補正しない温度偏差比率平均値の基準値は、中央の５０％であっ
ても良い。
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【００２９】
　前記給気温度設定値を補正しない温度偏差比率平均値の基準値は、中央の５０％以外の
値を取っても良い。
【発明の効果】
【００３０】
　本発明の可変風量方式空調システムによれば、現行のシステムに最小限の修正を加える
だけで、給気温度設定値と総要求風量との関係を省エネルギの観点から理想的な制御動作
の範囲に近づけることができるという優れた効果を奏し得る。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】本発明の可変風量方式空調システムの実施例を示す制御フロー図である。
【図２】本発明の可変風量方式空調システムの実施例における室温計測値と温度偏差比率
との関係を示す線図である。
【図３】本発明の可変風量方式空調システムの実施例における温度偏差比率平均値と給気
温度設定値の補正値との関係の一例を示す線図であって、（ａ）は冷房時の線図、（ｂ）
は暖房時の線図である。
【図４】本発明の可変風量方式空調システムの実施例における給気温度設定値と総要求風
量との関係を示す線図であって、（ａ）は冷房時の図、（ｂ）は暖房時の図である。
【図５】本発明の可変風量方式空調システムの実施例における温度偏差比率平均値と給気
温度設定値の補正値との関係の他の例を示す線図であって、（ａ）は冷房時の線図、（ｂ
）は暖房時の線図である。
【図６】一般的な可変風量方式空調システムの一例を示す機器構成図である。
【図７】一般的な可変風量方式空調システムの一例における制御フロー図である。
【図８】一般的な可変風量方式空調システムの一例における室温計測値と要求風量との関
係を示す図であって、（ａ）は冷房時の図、（ｂ）は暖房時の図である。
【図９】一般的な可変風量方式空調システムの一例における給気温度設定値と総要求風量
との関係を示す図であって、（ａ）は冷房時の図、（ｂ）は暖房時の図である。
【発明を実施するための形態】
【００３２】
　以下、本発明の実施の形態を添付図面を参照して説明する。
【００３３】
　図１～図５は本発明の可変風量方式空調システムの実施例であって、図中、図６及び図
７と同一の符号を付した部分は同一物を表わしており、基本的な機器構成は図６及び図７
に示す従来のものと同様である。
【００３４】
　本実施例の場合、図１に示す如く、ゾーンコントローラ１７において、室温計測値と室
温設定値との偏差及び運転モードに基づいて冷房時又は暖房時の給気温度設定値を減少又
は増加させる変化の大きさを基準化した温度偏差比率を前記複数の可変風量ユニット１２
毎に算出し、その平均を温度偏差比率平均値として算出するようにしてある。
【００３５】
　前記温度偏差比率は、前記室温計測値と室温設定値との偏差を、前記運転モードが冷房
モードと暖房モードのいずれも（室温計測値－室温設定値）と定義して、図２に示す如く
、横軸に前記偏差を（－摂氏ＰＢ度～＋摂氏ＰＢ度）として取り、縦軸に（０％～１００
％）間の数値を取って、前記偏差が－摂氏ＰＢ度で温度偏差比率が０％となり、前記偏差
が＋摂氏ＰＢ度で温度偏差比率が１００％となる一次関数で関係づけたパラメータとして
ある。ここで、元来、ＰＢとはProportional Band、つまり比例帯の略語だが、図２に示
す通り、ここでは、比例帯を正負で半分に割った値を示している。図２には、例えば、Ｐ
Ｂ＝２℃とした例を示しており、前記室温計測値が室温設定値より２℃低く寒いと感じる
場合、冷房時における温度偏差比率は０％で、暖房時における温度偏差比率も０％となる
。前記室温計測値が室温設定値と等しく丁度良いと感じる場合、冷房時における温度偏差
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比率と暖房時における温度偏差比率は共に５０％となる。前記室温計測値が室温設定値よ
り２℃高く暑いと感じる場合、冷房時における温度偏差比率は１００％で、暖房時におけ
る温度偏差比率も１００％となる。このように、偏差の範囲（－ＰＢ～＋ＰＢ）を一定値
とすれば、温度偏差比率は可変風量ユニット１２の種類や製造メーカに関係なく一定値と
なる。
【００３６】
　更に、本実施例の場合、図１に示す如く、前記ゾーンコントローラ１７で算出された温
度偏差比率平均値に基づき、空調機コントローラ１９において、給気温度設定値の補正値
を算出し、該給気温度設定値の補正値に基づき給気温度設定値を算出する。
【００３７】
　前記空調機コントローラ１９において給気温度設定値の補正値を算出する場合、温度偏
差比率平均値と給気温度設定値の補正値とを、例えば、図３に示すように関係付けて給気
温度設定値を算出する。ここで、冷房時には、給気温度設定値の補正最大値をマイナス側
には大きく、プラス側には小さくとり、温度偏差比率平均値が大きいほど、給気温度設定
値の補正値をマイナス側補正最大値に近づける補正をし、温度偏差比率平均値が小さいほ
ど、給気温度設定値の補正値をプラス側補正最大値に近づける補正をすることで、給気温
度設定値を低下させやすく上昇しにくくしてある。一方、暖房時には、給気温度設定値の
補正最大値をプラス側には大きく、マイナス側には小さくとり、温度偏差比率平均値が大
きいほど、給気温度設定値の補正値をマイナス側補正最大値に近づける補正をし、温度偏
差比率平均値が小さいほど、給気温度設定値の補正値をプラス側補正最大値に近づける補
正をすることで、給気温度設定値を上昇させやすく低下しにくくするようにしてある。
【００３８】
　冷房時には、例えば、図３（ａ）に示す如く、温度偏差比率平均値が４５％～５５％の
範囲において給気温度設定値の補正値を０℃とし、温度偏差比率平均値が９５％～１００
％の範囲において給気温度設定値の補正値を－２℃とし、温度偏差比率平均値が０％～５
％の範囲において給気温度設定値の補正値を＋１℃とするように設定を行うことができる
。そして、温度偏差比率平均値が５５％～９５％の範囲ではその増減に対し傾きが負の直
線となるような形で給気温度設定値の補正値を０℃～－２℃の範囲で変化させ、温度偏差
比率平均値が５％～４５％の範囲ではその増減に対し傾きが負の直線となるような形で給
気温度設定値の補正値を＋１℃～０℃の範囲で変化させるように設定を行うことができる
。尚、図３（ａ）に黒塗りの三角形で示す各数値は必要に応じて変更可能であることは言
うまでもない。
【００３９】
　暖房時には、例えば、図３（ｂ）に示す如く、温度偏差比率平均値が４５％～５５％の
範囲において給気温度設定値の補正値を０℃とし、温度偏差比率平均値が０％～５％の範
囲において給気温度設定値の補正値を＋２℃とし、温度偏差比率平均値が９５％～１００
％の範囲において給気温度設定値の補正値を－１℃とするように設定を行うことができる
。そして、温度偏差比率平均値が５％～４５％の範囲ではその増減に対し傾きが負の直線
となるような形で給気温度設定値の補正値を＋２℃～０℃の範囲で変化させ、温度偏差比
率平均値が５５％～９５％の範囲ではその増減に対し傾きが負の直線となるような形で給
気温度設定値の補正値を０℃～－１℃の範囲で変化させるように設定を行うことができる
。尚、図３（ｂ）に黒塗りの三角形で示す各数値は必要に応じて変更可能であることは言
うまでもない。
【００４０】
　尚、本実施例の場合、空調機コントローラ１９とゾーンコントローラ１７は一つの制御
器としてまとめることも可能である。
【００４１】
　次に、上記実施例の作用を説明する。
【００４２】
　ゾーンコントローラ１７において、図１に示す如く、室温計測値と室温設定値との偏差
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及び運転モードに基づいて冷房時又は暖房時の給気温度設定値を減少又は増加させる変化
の大きさを基準化した温度偏差比率（図２参照）が前記複数の可変風量ユニット１２毎に
算出され、その平均が温度偏差比率平均値として算出される。空調機コントローラ１９に
おいては、前記ゾーンコントローラ１７で算出された温度偏差比率平均値に基づき、給気
温度設定値の補正値（図３（ａ）及び図３（ｂ）参照）が算出され、該給気温度設定値の
補正値に基づき給気温度設定値が算出される。
【００４３】
　冷房時には、温度偏差比率平均値が大きいほど、給気温度設定値の補正値はマイナス側
に大きくなる（図３（ａ）の例ではマイナス側に最大２℃となる）ため、給気温度設定値
は低下しやすくなる。又、温度偏差比率平均値が小さいほど、給気温度設定値の補正値は
プラス側に小さくなる（図３（ａ）の例ではプラス側に最大１℃となる）ため、給気温度
設定値は上昇しやすくなる。しかし、給気温度設定値のマイナス側への補正値に比べてプ
ラス側への補正値の絶対値が小さいため、全体としては、給気温度設定値即ち給気温度が
低下しやすくなる方向で制御が行われることとなる。
【００４４】
　一方、暖房時には、温度偏差比率平均値が小さいほど、給気温度設定値の補正値はプラ
ス側に大きくなる（図３（ｂ）の例ではプラス側に最大２℃となる）ため、給気温度設定
値は上昇しやすくなる。又、温度偏差比率平均値が大きいほど、給気温度設定値の補正値
はマイナス側に小さくなる（図３（ｂ）の例ではマイナス側に最大１℃となる）ため、給
気温度設定値は低下しやすくなる。しかし、給気温度設定値のプラス側への補正値に比べ
てマイナス側への補正値の絶対値が小さいため、全体としては、給気温度設定値即ち給気
温度が上昇しやすくなる方向で制御が行われることとなる。
【００４５】
　この結果、室温計測値が室温設定値よりもどのくらい高いか低いかという状態を単純に
温度偏差比率という数値で示すので室内の寒暖指標となる。よって、これから給気温度を
プラス側とマイナス側のどちらに補正すべきであるかという判断が明確にできる。このた
め、実際の室温状態に対して給気温度設定値の補正の追従性が良くなると共に、その補正
方向が一時的に逆になる現象が避けられる。
【００４６】
　しかも、給気温度設定値の補正制御の演算入力に可変風量コントローラ１５で演算され
る要求風量を使用しないので、室内の空調負荷に対する室温制御が可変風量コントローラ
１５での風量制御主導では行われなくなる。このため、冷房時には、風量が大きな制御エ
リア（図９（ａ）のハッチング領域参照）で制御が安定してしまうようなことがなくなり
、図４（ａ）のハッチング領域で示す制御エリアで制御が行われ、給気ファン４の消費電
力Ｐを小さくする上で理想的な制御動作に近づけることが可能となる。
【００４７】
　又、暖房時にも、風量が大きな制御エリア（図９（ｂ）のハッチング領域参照）で制御
が安定してしまうようなことがなくなり、図４（ｂ）のハッチング領域で示す制御エリア
で制御が行われ、給気ファン４の消費電力Ｐを小さくする上で理想的な制御動作に近づけ
ることが可能となる。
【００４８】
　更に、風量と給気温度とを厳密に連携させる制御とは異なり、室温計測値と室温設定値
との偏差及び運転モードに基づいた温度偏差比率だけを利用しているため、複数の可変風
量コントローラ１５と空調機コントローラ１９との間で多くの制御情報を用いた複雑な演
算は一切不要となり、実用的となる。
【００４９】
　又、前記温度偏差比率を給気温度設定値の補正値の算出に用いると、メーカ製の制御プ
ログラムが予め組み込み済みの状態で出荷されている可変風量コントローラ１５の制御プ
ログラムを修正したり、改造したりせずに済み、非常に好ましい。
【００５０】
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　尚、前記温度偏差比率と給気温度設定値の補正値との関係を図３に示すように設定する
代わりに図５に示すように設定することもできる。冷房時に、例えば、図５（ａ）に示す
如く、温度偏差比率平均値が３０％～４０％の範囲において給気温度設定値の補正値を０
℃とし、温度偏差比率平均値が５０％（室温計測値＝室温設定値）のときも給気温度設定
値の補正値をマイナス側へ移行させる補正を行い、吹き出し温度差ΔＴが大きくなるよう
に制御を行うと、風量Ｖが小さくなるので、より省エネルギ化を図る上で有効となる。同
様に、暖房時に、例えば、図５（ｂ）に示す如く、温度偏差比率平均値が６０％～７０％
の範囲において給気温度設定値の補正値を０℃とし、温度偏差比率平均値が５０％（室温
計測値＝室温設定値）のときも給気温度設定値の補正値をプラス側へ移行させる補正を行
い、吹き出し温度差ΔＴが大きくなるように制御を行うと、風量Ｖが小さくなるので、よ
り省エネルギ化を図る上で有効となる。
【００５１】
　こうして、現行のシステムに最小限の修正を加えるだけで、給気温度設定値と総要求風
量との関係を省エネルギの観点から理想的な制御動作の範囲に近づけることができる。
【００５２】
　尚、本発明の可変風量方式空調システムは、上述の実施例にのみ限定されるものではな
く、本発明の要旨を逸脱しない範囲内において種々変更を加え得ることは勿論である。
【符号の説明】
【００５３】
１　　空調機
２　　冷却コイル
３　　加熱コイル
４　　給気ファン
９　　給気吹出口
１０　　給気ダクト
１２　　可変風量ユニット
１３　　給気温度センサ
１４　　室温センサ
１５　　可変風量コントローラ
１７　　ゾーンコントローラ（制御器）
１９　　空調機コントローラ（制御器）
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